
函館市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，社会福祉法人の助成に関する条例（昭和４３年函  

 館市条例第５号。以下「条例」という。），社会福祉法人の助成に関  

 する条例施行規則（昭和４３年函館市規則第１７号。以下「規則」と  

 いう。）および函館市補助金等交付規則（昭和６２年函館市規則第 43 

 号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほか，社会福祉施設  

 等の施設整備に要する費用に対する補助金の交付に関し，必要な事項 

 を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号  

 に定めるところによる。 

 (1) 創設 新たに施設を整備することをいう。 

 (2) 増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすることを  

  いう。 

 (3) 増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をする  

  とともに，既存施設の改築整備（一部改築を含む。）をすることを  

  いう。 

 (4) 改築 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改 

築を含む。）をすることをいう。 

 (5) 拡張 既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延面積の増  

  加を図る整備をすることをいう。 

 (6) 施設整備 社会福祉施設の創設，増築，増改築，改築，拡張，大 

  規模修繕，介護用リフト等特殊付帯工事その他市長が別に定める修  

  繕および工事をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は，別表１に掲げる設置者とする。ただし，

社会福祉法人が創設を行う場合にあっては，補助金の交付を決定する  

年度中に設立認可がなされる見込みであるものを含む。  



 （補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，次の各号のいずれにも該当  

 する施設整備の事業とする。 

 (1) 別表１の施設種別および設置者に係る施設整備の事業 

 (2) 福祉計画等に基づく事業で市が選定した法人により実施されるも  

  のまたは施設の老朽化等により施設整備が必要と認められる事業  

 (3) 施設および設備が国の定める基準を満たしている事業 

２ 補助金の交付対象者は，補助金の交付対象となる事業の対象経費と  

 重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は，別表２の補助金算定表の種目ごとに同表に基づ  

 き算定される補助基準額と補助対象経費とのいずれか少ない方の額に  

 施設種別ごとの調整率を乗じ，さらにこの額に４分の３を乗じて得た  

額を予算の範囲内で調整した額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，別表１の保育所および幼保連携型認定こ 

ども園に係る補助金の額は，別表２の補助金算定表の種目ごとに同表 

に基づき算定される補助基準額の合計額と補助対象経費の合計額との 

いずれか少ない方の額に４分の３（保育所および幼保連携型認定こど  

も園の保育所部分にあっては，５分の４。ただし，防犯対策の強化に 

係る整備を除く。）を乗じて得た額を予算の範囲内で調整した額とす 

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず，補助金の財源に国庫補助金等を充てる  

 場合であって，市長が必要と認めるときは，当該国庫補助金等の交付  

 額に応じて補助金の額を調整するものとする。 

 （事前審査） 

第６条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は，あらか  

 じめ事業計画について市長の審査（以下「事前審査」という。）を受  

 けなければならない。 

２ 補助事業者は，原則として補助金の交付申請の概ね１年前までに，  

別記第１号様式の事前審査申請書に次に掲げる書類を添付して，市長  



に事前審査の申請をしなければならない。 

 (1) 施設整備計画書（別記第３号様式） 

 (2) 収支計画書（別記第４号様式） 

 (3) 事業スケジュール 

 (4) 直前３年の資金収支計算書，事業活動収支計算書および貸借対照  

  表またはこれらに準ずる資産状況を示す資料 

 (5) その他市長が必要と認める書類または図書 

３ 市長は，前項の申請書を受理した場合は，速やかに内容の審査を行  

 い，事前審査が終了したときは，別記第２号様式の事前審査完了通知  

 書により当該補助事業者に通知するものとする。 

 （審査会） 

第７条 事前審査は，市長が別に定めるところにより設置する函館市社  

 会福祉施設整備等審査会において行うものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付申請は，補助事業者が社会福祉法人である場合は 

規則第２条に規定する申請書，社会福祉法人ではない場合は別記第４  

号様式の２の申請書により行うものとする。 

２ 補助事業者は，前項に定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長  

に提出しなければならない。 

 (1) 理由書 

 (2) 事業計画書（別記第５号様式） 

 (3) 事業予算書（別記第６号様式） 

 (4) 経費の配分調書（別記第７号様式） 

 (5) 補助金交付申請額算出調書（別記第８号様式） 

 (6) 財産目録 

 (7) 貸借対照表 

 (8) 収支計算書 

 (9) 工事の実施設計書および図面 

 (10) 別に国または他の地方公共団体から助成を受け，または受けよう  

  とする場合には，その助成の程度を記載した書類 



 (11) その他市長が必要と認める書類 

 （補助事業の変更等の申請） 

第９条 交付規則第９条第１項の規定により交付決定に付された条件に 

 基づく変更，中止等の申請は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各  

 号に定める様式によるものとする。 

 (1) 交付規則第９条第１項第１号の規定による変更承認の申請  

   別記第９号様式 

 (2) 交付規則第９条第１項第２号の規定による中止または廃止の申請 

   別記第１０号様式 

 （補助金の交付の決定等） 

第 10 条 市長は，補助金の交付決定をしたときは別記第１１号様式の指 

令書を補助事業者に交付するものとする。 

２ 前項の指令書には，交付規則第９条第１項各号に掲げる条件のほか， 

 同条第２項の規定に基づき必要と認める条件を付すものとする。  

３ 第１項の指令書による指令を受けた補助事業者は，遅滞なく別記第 

１１号様式の２の請書を市長に提出しなければならない。  

 （施設整備の手続き） 

第 11 条 補助事業者は，施設整備に係る工事に着手したときは，事業着  

 手届（別記第１２号様式）を，当該工事が完成したときは，事業完成  

 届（別記第１３号様式）をそれぞれ速やかに市長に提出しなければな  

 らない。 

２ 補助事業者は，前項に定めるもののほか，市長が別に定める建設工  

 事手続マニュアルを遵守し，施設整備を行わなければならない。  

 （実績報告） 

第 12 条 交付規則第１７条に規定する補助事業等実績報告書は，別記第 

 １４号様式によるものとし，当該報告書に添付する市長が定める書類  

 は，次に掲げる書類とする。 

 (1) 事業精算書（別記第１５号様式） 

 (2) 事業実績報告書（別記第１６号様式） 

 (3) 精算額算出内訳書（別記第１７号様式） 



 (4) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定通知） 

第 13 条 交付規則第１８条第２項の規定による通知は，別記第１８号様 

 式によりするものとする。 

 （仕入控除税額の報告等） 

第 14 条 補助事業完了後に，消費税および地方消費税の申告により補助  

金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合  

 （仕入控除税額０円の場合を含む）は，別記第１９号様式の報告書に 

より，遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日ま 

でに市長に報告しなければならない。また，報告があった結果，補助 

金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には，当該仕入控除 

税額を市に納付しなければならない。 

 （委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項  

 は，別に定める。 

   附 則  

 この要綱は，平成１７年１２月９日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は，平成１９年３月１３日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は，平成１９年７月１９日から施行し，改正後の別表２－１  

の規定は，同日以後に社会福祉法人の助成に関する条例（昭和４３年函  

館市条例第５号）第４条の規定による助成の申請を行い，着手する事業  

について適用する。 

附 則 

 この要綱は，平成２１年４月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２１年１１月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２１年１１月１３日から施行する。 



    附 則 

 この要綱は，平成２２年５月２４日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は，平成２４年３月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年３月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年６月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年９月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年９月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２８年１２月２２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２９年９月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成３０年３月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成３０年１２月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和元年１２月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年３月 19 日から施行し，第 15 条から第 15 条の 



９までの規定は，同年１月 16 日以降の実施に係る第 15 条の３各号に掲 

げる事業について適用する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年６月２５日から施行し，令和２年４月１日から適

用する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年１２月２１日から施行し，令和３年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



別表１  

施設種別 施設設置の根拠法令等 設置者  

救護施設 生活保護法第４１条 社会福祉法人  

養護老人ホーム 老人福祉法第１５条第４項 

特別養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

（特定施設入居者生活介護

の指定を受けるケアハウス

に限る。） 

老人福祉法第１５条第５項 

生活介護，自立訓練，就労

移行支援および就労継続支

援事業を実施する事業所お

よび障害者支援施設 

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律第７９条第２項，

第８３条第４項 

社会福祉法人，

医療法人，営利

法人  

短期入所および共同生活援

助事業を実施する事業所 

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律第７９条第２項  

放課後等デイサービス（防

犯対策の強化に係る事業に

限る） 

児童福祉法第３４条の３第

２項  

福祉ホーム（防犯対策の強

化に係る事業に限る） 

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律第７９条第２項  

母子生活支援施設   児童福祉法第３５条第４項 社会福祉法人  

保育所 児童福祉法第３５条第４項 社会福祉法人，

公益財団法人  

幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教

育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第１２

条 

社会福祉法人，

学校法人 

幼稚園型認定こども園（防

犯対策の強化に係る事業に

限る）  

就学前の子どもに関する教

育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第３条

第１項または第３項  

学校法人 

 



別表２ 
補 助 金 算 定 表          

 

１ 種 目 ２ 補 助 基 準 額       ３ 補助対象経費 

 
本体工事費 

 
①定員１人当たり基準単価を適

用する場合 
  別表２－１に掲げる定員１

人当たりの基準単価に定員お
よび整備区分係数を乗じて得
た額とする。 

 
 施設整備に必要な工事費
または工事請負費および工
事事務費（工事施工のため
直接必要な事務に要する費
用であって，旅費，消耗品
費，通信運搬費，印刷製本
費および設計監督料等をい
い，その額は，工事費また
は工事請負費の２．６％に  
相当する額を限度とする。）。 
  ただし，別の補助金もし
くは設備整備またはこの種
目とは別の種目において別
途補助対象とする費用を除
き，工事費または工事請負
費には，これと同等と認め
られる委託費，分担金およ
び適当と認められる購入費
等を含む（以下同じ。）。 

 
②１施設当たり，１ユニットま

たは２ユニット以上の基準単
価を適用する場合 

  別表２－１に掲げる１施設
当たり，１ユニットまたは２
ユニット以上の基準単価に整
備区分係数を乗じて得た額と
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
初度設備
相当加算 

 
①定員１人当たり基準単価を適

用する場合 
  別表２－１に掲げる定員１

人当たりの基準単価に定員を
乗じて得た額とする。 

 
 初度設備整備に必要な需
用費（消耗品費），備品購
入費または工事請負費 

 
②１施設当たり基準単価を適用

する場合 
  別表２－１に掲げる１施設

当たりの基準単価の額とする。 

 
大規模修繕 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 大規模修繕に必要な工事
費または工事請負費 

 
介護用リフ
ト等特殊付
帯工事費 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 介護用リフト等の整備に
必要な工事費または工事請
負費  
 

 
授産施設近
代化整備工
事費 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 授産施設近代化の整備に
必要な工事費または工事請
負費 

   



 
授産施設等
整備工事費 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 授産施設等の整備工事費
に必要な工事費または工事
請負費 

 
解体撤去工
事費および
仮設建物設
置費 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 解体撤去に必要な工事費
または工事請負費および仮
設施設に必要な賃借料，工
事費または工事請負費 

 
防犯対策の
強化に係る
整備工事費  

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 防犯対策の強化に係る整
備に必要な工事費または工
事請負費 

 
スプリンク
ラー設備等
整備工事費 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
 スプリンクラー設備等の
整備に必要な工事費または
工事請負費 

 
上記以外に
市長が特に
必要と認め
た施設およ
び設備の工
事費 

 
市長が必要と認めた額とする。 

 
  当該整備に必要な工事費
または工事請負費 

 
〔備考〕①「補助基準額」の欄の「整備区分係数」については，別表２－

１において整備区分係数が設定されていない施設整備の場合は，
当該係数を１として補助基準額を算定すること。 

       ②施設種別による調整率は，老人福祉施設が２，これ以外の施設
が１であること。 

        ③補助対象経費については，その額が総事業費からその他の収入
額および移行時特別積立金を控除した額より少ないときは，後者
の額を補助対象経費の額とすること。 

        ④母子生活支援については，「１人当たり」を「１世帯当たり」
に読み替えること。 



- 1 - 

別記第１号様式（第６条関係） 

 

 

事 前 審 査 申 請 書 

 

                            年  月  日 

 

 函館市長         様 

 

                   住  所 

               申請者 法 人 名 

                   代表者名        

 

 

事業の名称                      

 

 上記の事業に関し，事前審査を受けたいので，函館市社会福祉施設等整備費補

助金交付要綱第６条第２項の規定により，次の関係書類を添えて申請します。 

 

 

 関係書類 

    １ 施設整備計画書（別記第３号様式） 

  ２ 収支計画書（別記第４号様式） 

  ３ 事業スケジュール 

  ４ 直前３年の資金収支計算書，事業活動収支計算書および貸借対照表また

はこれらに準ずる資産状況を示す資料 

  ５ その他の書類または図書 
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別記第２号様式（第６条関係） 

 

 

事 前 審 査 完 了 通 知 書 

 

                            年  月  日 

 

     住  所 

 申請者 法 人 名 

     代表者名 

 

                    函館市長         印 

 

事業の名称                      

 

     年  月  日付で事前審査申請のあった上記の事業については，函

館市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱第６条第３項の規定により，次のとお

り審査を完了したので通知します。 

 

審査意見 
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別記第３号様式（第６条関係） 
 

施 設 整 備 計 画 書 

１ 申請者等 

法人名（仮称） 

ふりがな 所 

管 

課 

課 名  

 
担当者  

内 線  

理

事

長

⌒

設

立

代

表

者

） 

氏  名  

設 

計 

監 

理 

会社名  

自 

 

宅 

住 所  担当者  

電 話  住 所  

ＦＡＸ  電 話  

勤 

 

務 

 

先 

職 業  ＦＡＸ  

会社名  

他 

関 

係 

者 

氏 名  

役職名  関 係  

住 所  電 話  

電 話  住 所  

ＦＡＸ  ＦＡＸ  

 

２ 施設内容等 

 施設の種類 施設の名称 定 員 備    考 

整 

 

備 

 

区 

 

分 

創 設 
    

    

増改築 
    

    

修 繕     

その他     

事業年度・出

来高予定 

  年度     ％ 
  年度          ％ 
  年度          ％ 

整備予定 

着工  年  月  日 
完成  年  月  日 
開所  年  月  日 

 

 構  造 延床面積 建ぺい率 容積率 

計 画 建 物 造 ㎡      ％（    ％）     ％（   ％） 

既 存 建 物 

（建て替え
の場合） 

造 ㎡  

（  ）内は法令等規制の数値。 
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３ 用地の確保状況等 

所       在 函館市 

地       番       

地       目      

地       積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 合計   ㎡ 

現 所 有 者       

抵当権等設定の有無 
（公的機関を除く） 

 有・無  有・無  有・無  有・無  有・無 

抵当権等の債権者名      

権原者の合意見込等  

 

都 市 計 画 法 区 分  ア 市街化区域  イ 市街化調整区域  ウ 都市計画区域外 

用 途 地 域  

農 地 転 用 の 要 否  

そ の 他  

取 得 形 態 等 
①法人への贈与 ②法人が購入 ③法人が取得済み 
④借 地（          ） 

 

①で現所有者と設立 
代表者が異なる場合 
のその関係 

 

②について 
仮売買契約の有無 有・無（    ） 購入 予 定 額 

（千円） 
 

購入資金の贈与者  

④について 

賃借契約の有無 有・無（    ） 賃借料（千円）  

土 地 所 有 者  賃 借 期 間  

土地使用の権限等 
設 定 状 況 

地上権  賃借権   設定なし 
その他（        ） 

 

４ 仮設施設（該当する場合のみ記載） 

用 

地 

確 

保 

の 

状 

況 

所      在  

地      番     
 

地      目     

地      積    ㎡    ㎡    ㎡    ㎡ 合計    ㎡ 

土 地 所 有 者      

賃借契約の有無  有 ・ 無（   ） 

賃借料（千円）  

賃 借 期 間       年  月  日～  年  月  日 
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仮 
設 
施 
設 
の 
概 
要 

構      造  

延 床 面 積  

使 用 期 間 等 
工事期間   年  月  日～  年  月  日 

使用期間     年  月  日～  年  月  日 

 

５ 整備費等 

（１）整備費内訳                     （単位：千円） 

区    分 金  額 備  考 

本体工事費   

 主体工事費   

工事事務費   

介護用リフト等特殊付帯工事費   

授産施設近代化整備工事費   

授産設備等工事費   

解体撤去工事費および仮設施設整備工事費   

 解体撤去工事費   

仮設施設整備工事費   

設備整備費（加算分）   

 初度設備   

大型遊具   

その他の工事費   

地域交流スペース   

合     計   

 

（２）財源内訳 

  施設の種類（        ）            （単位：千円） 

市補助金 

 
建設者負担金 

合 計 うち国庫補助等 

(補助金・交付金) 自己資金 福祉医療機構 借 入 その他 

       

 

  施設の種類（        ）            （単位：千円） 

市補助金 

 
建設者負担金 

合 計 うち国庫補助等 

(補助金・交付金) 自己資金 福祉医療機構 借 入 その他 
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（３）法人自己資金等に係る財源 

 金  額 負担者 負  担  方  法 

建 設 費 千円  寄附・施設会計等繰入・その他 

運用財産基金 千円  寄附・施設会計等繰入・その他 

土地 取 得 費 千円  寄附・施設会計等繰入・その他 

借入 償 還 金 千円  寄附・施設会計等繰入・その他 

そ の 他 千円  寄附・施設会計等繰入・その他 

 

６ 周辺への影響，住民意見等の状況 

区  分 内    容 

建設中および建設後，近隣 

住民に対して影響が想定さ 

れる事項および対応策 

〔影響が想定される事項〕 

 

〔対応策〕 

 

施設建設に対する近隣住民 

・町会の意見等 

〔説明時期・方法〕 

 

 

〔住民・町会の意見等〕 

 

 

注 近隣住民は，隣接地および６ｍ未満の道路を挟む敷地の土地・建物の所有

者とする。 

 

７ 土地利用規制に係る許認可等 

規制法令等 許認可等の名称 所管部課の名称 備  考 
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８ 建築関係に係る許認可等 

規制法令等 許認可等の名称 所管部課の名称 備  考 

    

    

    

    

 
９ 施設の管理者との協議状況等 

区  分 所管部・課の名称 協議状況・課題等 

水    道   

排    水   

道    路   

環境衛生施設   

緑    地   

駐 車 場         

   

 
１０ 文化財等の特記事項 
 
 
 
 
１１ その他の関係書類 
 
  注 関係書類として，定款（または定款案），財産目録，建設図面（付近見取

図，配置図，平面図），施設整備見積書，老朽度調査票（国の通知の「老朽
民間社会福祉整備について」に基づく書式による）を必要に応じて添付する
こと。 
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別記第４号様式（第６条関係） 
 
 

収  支  計  画  書 
（単位：千円） 

 科  目 年度 年度 年度  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 年度 

経 
 
 
常 
 
 
収 
 
 
入 

介護保険収入       

利用料収入       

運営費収入       

経常経費補助金収入       

借入金元金償還補助金収入       

       

       

     計      ①       

経 
 
 
常 
 
 
支 
 
 
出 

人件費支出       

事務費支出       

事業費支出       

借入金利息支出       

減価償却費       ②       

       

       

         計      ③       

収支差額 ④（①－③）       

 

減価償却費等⑤(②＋④)     

 

  

借入金元金償還金  ⑥       

 

元金償還金（   ）       

元金償還金（   ）       

       

差引   （⑤－⑥）       

借入金残高       

注 収支予算の期間は，概ね２０年間とする。（借入金償還年数が２０年間以上
となる場合は，その期間） 
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別記第４号様式の２（第８条関係） 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 

 

                                                     年  月  日 

 

 函館市長      様 

 

                                      住  所 

                          補助事業者  法 人 名 

                                      代表者名                 

 

 社会福祉施設等整備費補助金の交付を受けたいので，函館市社会福祉施設等整

備費補助金交付要綱第８条の規定に基づき，次のとおり申請します。 

 

１ 補助金交付申請額                    円 

２ 添 付 書 類   別添のとおり 
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別記第５号様式（第８条関係） 

 

事   業   計   画   書 

 

１ 対象施設の概要 

 (1) 施設の名称および所在地 

 (2) 施設の種類 

 (3) 事業の目的および効果 

 (4) 設置主体および経営主体 

 (5) 入所（利用）定員 

現在定員 増加定員 合  計 

人 

（世帯） 

人 

（世帯） 

人 

（世帯） 

 

２ 施設整備費に係る事業計画 

 (1) 施設の規模および構造 

  ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事費を除く。） 

   (ｱ) 敷地面積      ㎡ 

   (ｲ) 敷地の所有関係（自己所有，借地，買収（予定）地の別） 

   (ｳ) 施設整備の区分（創設，拡張等の別） 

   (ｴ) 建物の面積 建築面積     ㎡，延面積     ㎡ 

   (ｵ) 建物の構造（     造）  
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    注１ 各室ごとに室名および面積を明らかにした表を添付すること。 

       なお，拡張および改造等の場合は，既存建物との関係を明示すること。 

     ２ 配置図，各階平面図を添付すること。 

       なお，拡張，改造等の場合は，既存建物との関係を図面上で明示する

こと。 

  イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

   (ｱ) 建物の面積 建物面積     ㎡，延面積     ㎡ 

   (ｲ) 建物の構造（     造） 

   (ｳ) 建築年月日 

   (ｴ) 補助金の区分（   年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

   (ｵ) 処分（取りこわし）年月日 

    注 既存施設の解体撤去工事がわかるものを添付すること。 

  ウ 仮設施設工事 

   (ｱ) 建物の面積 建築面積     ㎡，延面積     ㎡ 

   (ｲ) 建物の構造（     造） 

    注１ 各室ごとに室名および面積を明らかにした表を添付すること。 

     ２ 配置図および各階平面図を添付すること。 

  エ 設備整備（加算分）に係る事業の目的および内容 

品目 数量 規格 単価 金額 整備目的および必要理由 

 

 

 

 

 

 

計 

  円 

 

 

 

 

 

円 
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 (2) 整備費内訳 

  ア 主体工事費                 円 

  イ 工事事務費                  円 

  ウ 小計（本体工事費）              円 

  エ 介護用リフト等特殊付帯工事費        円 

    （介護用リフト工事費）           円 

    （         ）           円 

  オ 授産施設近代化整備 

    工事費                   円 

  カ 授産施設等整備工事費            円 

  キ 解体撤去工事費および仮設施設整備工事費 

    （解体撤去工事費）              円 

    （仮設施設整備工事費）           円 

    ク 設備整備費（加算分）                        円 

        （初度設備）                           円 

        （大型遊具）                                円 

  ケ その他の工事費               円 

  コ 地域交流スペース              円 

  サ 合計                     円 

   注 工事費費目別内訳書を添付すること。 

 (3) 財源内訳 

  ア 市費補助金             円 

  イ 設置者負担金            円 

     （内訳）寄附金            円 

         借入金              円 

         その他             円 

  ウ 合計               円 
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 (4) 施工計画 

  ア 直営・請負の別 

  イ 契約年月日 

  ウ 着工年月日 

  エ 竣工年月日 

  オ 事業開始年月日 

  カ 解体撤去工事関係 

   (ｱ) 直営・請負の別 

   (ｲ) 着工年月日 

   (ｳ) 完了年月日 

  キ 仮設施設工事関係 

   (ｱ) 直営・請負・賃貸借の別 

   (ｲ) 工事期間 

   (ｳ) 仮設施設の使用期間 

 (5) 平成２０年４月１７日社援発第０４１７００１号「厚生労働省所管一般会

計補助金に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計補助

金等係る財産処分承認基準」第３の３の（１）に規定する抵当権の設定の有

無 

     有 ・ 無 

 (6) その他参考事項 

 

注 ２の（１）のアの（イ）の「敷地の所有関係」において，敷地を取得する必

要がある場合は，当該土地に係る譲渡契約書の写しまたは所有権者の譲渡確約

書の写し，借地上の建築物を増改築する場合は，土地所有者の承諾書の写しを

添付すること。 
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別記第６号様式（第８条関係） 

事  業  予  算  書 
 

補助事業名  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 
       （            整備事業） 

収入の部 

会計名 大区分 中区分 小区分 予算額 備考 

      

      

      

合  計      

支出の部 

会計名 大区分 中区分 小区分 予算額 備考 

      

      

      

合  計      

  上記のとおり議決されていることを証明します。 

       年  月  日 
                                    法 人 名 
                                    代表者名          
 
注１ この様式には，当該補助事業に係る予算のみを記載すること。 
 ２ 当該補助事業に係る予算が議決されていない場合は，この様式中「上記のとおり議決されていることを証明します。」を「上記

のとおり予算案を提出することを確約します。」に改めて使用すること。 
 ３ 「備考」欄には，必要に応じ，算出基礎その他必要な事項を記載すること。  
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別記第７号様式（第８条関係） 

 

 
経  費  の  配  分  調  書 

補助事業名  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 
       （            整備事業） 

 

 

区分 
事業に要する経費 

（補助対象経費） 

負  担  区  分 
備考 

補助（申請）額 自己負担額 その他 

 1,000,000,000円 1,000,000,000円 1,000,000,000円 1,000,000,000円  

      

      

      

計      

注１ 「区分」欄には，経費または細分化された事業名を記載すること。 
 ２ 「負担区分」欄中「その他」欄には，当該補助事業に要する経費のうち当該補助金（申請額）および自己負担額以外で支弁する

経費（寄附金，当該補助金以外の補助金等）があるときは，その額を記載し，かつ，その経費の内容を「備考」欄に記載すること。 
 ３ 「備考」欄には，必要に応じ積算の基礎その他必要な事項を記載すること。 
 ４ 「負担区分」欄を「補助（申請）額」，「自己負担額」，「その他」以外に細分する必要がある場合は，適宜欄を追加して使用

すること。 
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別記第８号様式（第８条関係） 

 

補 助 金 交 付 申 請 額 算 出 調 書 

 

設置者の名称           施設の名称             

 

 区 分 設 置 者 の 

総 事 業 費 

Ａ 

対象経費の実支 

出（予定）額 

Ｂ（≦Ａ） 

寄 付 金 そ の 

他 の 収 入 額 

Ｃ 

 

差 引 額 

Ｄ（＝Ａ－Ｃ） 

算 定 基 準 に よ る 算 定 額 補 助 基 本 額 

（補助金交付申請額） 

Ｈ 

 

 

 施 設 種 別 定 員 等 

Ｅ 

単 価 

Ｆ 

基  本  額 

Ｇ（＝Ｅ×Ｆ）   工 事 別 内 訳 

１ 施設整備費         

          

          

         

         

          

         

         

          

         

         

         

 施設整備費計         

合    計         

注１ 工事請負契約を締結する単位で作成すること。 

 ２ 算出にあたっては，本体，その他工事別とし，小計を設けること。 

 ３ Ａ欄～Ｄ欄の工事別ごとの内訳の金額については，Ｇ欄の内訳を基本額とした場合には，記入は不要である。 

 ４ Ａ欄～Ｄ欄及びＧ欄～Ｈ欄の施設整備費計の欄については，内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。 

  ５ Ｈ欄には，Ｇ欄の合計に施設種別ごとの整備区分係数を乗じて得た額と，Ｂ欄，Ｄ欄の合計のうち最も少ない額に次の係数を乗じて得た額を記入すること。 

  （老人福祉施設：３／２，左記以外の施設：３／４（保育所および幼保連携型認定こども園の保育所部分については４／５。ただし，防犯対策の強化に係る整備を除く。）） 
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別記第９号様式（第９条関係） 

 

函館市社会福祉施設等整備費補助金交付決定変更承認申請書 

 

                        年  月  日 

 

 函館市長         様 

 

                   住  所 

             補助事業者 法 人 名 

                   代表者名         

 

補助事業の名称  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 

         （            整備事業） 

 

 上記の補助事業に対し，    年  月  日函  指令をもって補助金

の交付の決定を受けましたが，その内容等に変更を生じましたので，承認また

は指示を受けたく，関係書類を添えて申請します。 

 

（変更の理由） 

 

 

（変更の内容） 

 

 

（補助事業に要する経費） 

変  更  前         変  更  後 

金                      円   金                      円 

 

（補助金の額） 

変  更  前         変  更  後 

金                      円   金                      円 

 （うち領収済み額 金      円） 

 

（補助事業の完了期限） 

変  更  前         変  更  後 

    年  月  日まで       年  月  日まで 

 

（注）１．この様式は，補助金の交付の決定を受けた後，内容等に変更を生じ

た場合に使用すること。 

   ２．変更の理由および内容は詳細に記載すること。 

   ３．その他必要と認めた書類を添付すること。 
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別記第 10 号様式（第９条関係） 

 

函館市社会福祉施設等整備費補助事業   申請書 
 

 

                        年  月  日 

 

 函館市長         様 

 

                  住  所 

            補助事業者 法 人 名 

                  代表者名          

 

補助事業の名称  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 

         （            整備事業） 

 

 上記の補助事業に対し，    年  月  日函  指令をもって 

補助金の交付の決定を受けましたが，その計画を次の理由により 

したいので，函館市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱第９条の規定により，

関係書類を添えて申請します。 

 

（中止または廃止の理由） 

 

 

  

中止 

廃止 

中止 

廃止 
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別記第11号様式（第１０条関係） 
 
                   函 ○ ○ 指 令 
                   （法    人    名） 
                   （代  表  者  名） 
 
     年  月  日付けで申請のあった函館市社会福祉施設等整備費補
助事業（       整備事業）に対し，金       円を補助する。 
 ただし，次の条件を守らなければならない。 
 
     年  月  日 
 
                 函館市長         印 
 
 
１ この補助事業の完了期限は，    年  月  日とする。 
２ 補助金の交付予定時期は，補助事業実績報告書提出後，補助金の額の確定

後において交付するものとする。 
３ 次の条件を承知されたい。 

(1) 次の場合には，速やかに市長に報告して，その承認または指示を受けな
ければならない。 
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合 
イ 補助事業の内容の変更をする場合。ただし，補助金の交付の目的の達

成および事業の能率的遂行に支障をきたさない程度の細部の変更と認
められるときは，この限りでない。 

ウ 補助事業を中止し，または廃止する場合 
エ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が

困難となった場合 
(2) この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の事情が生じ

たときは，この決定の全部または一部を取り消し，またはこの決定の内容
もしくはこれに付した条件を変更することがある。 

(3) 補助事業の遂行にあたっては，この内容の決定およびこれに付した条件
に従い，善良な管理者の注意をもってこれにあたること。 

(4) 補助事業の遂行の状況に関し，必要に応じ，報告を求め，調査をするこ
とがある。 

(5) 補助事業が完了したときは，速やかに補助事業実績報告書に関係書類を
添えて市長に報告しなければならない。 

(6) 次のいずれかに該当するときは，この補助金の交付の決定の全部または
一部を取り消し，当該取り消しに係る部分に関し，すでに補助金が交付さ
れているときは，期限を定めて，その返還を命ずることがある。この場合，
補助金の額の確定後においても同様とする。 
ア この補助金を他の用途に使用したとき。 
イ この補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反した

とき。 
ウ 法令または函館市補助金等交付規則もしくは函館市社会福祉施設等

整備費補助金交付要綱に基づく市長の措置に違反したとき。 
エ 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情変更により，補助金の

全部または一部を継続する必要がなくなったとき。 
オ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 
カ 補助金の交付の決定した年度中に，社会福祉法人の設立認可がなされ
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なかったとき。 
キ その他，市長が補助の目的を達することができないと認めたとき。 

(7) 補助事業により取得し，または効用の増加した財産（取得価格ま 
 たは効用の増加価格が５０万円未満の設備および備品を除く。）を，市長

の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，
貸し付け，または担保に供してはならない。ただし，「補助事業等により
取得し，又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年厚生労働
省告示第３８４号）に規定する処分制限期間を経過した場合は，この限り
でない。 

(8) 市長の承認を得て財産を処分したことにより，収入があったときは，市
長は，その交付した補助金の全部または一部に相当する額を納付させるこ
とができる。 

(9) 補助事業により取得し，または効用の増加した財産については，事業の
完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効
率的な運用を図らなければならない。 

(10) 補助事業完了後に，消費税および地方消費税の申告により補助金に係る
消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は，別記第１
９号様式の報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場
合において，市長は，当該仕入控除税額の全部または一部を市に納付させ
ることがある。 

(11) 補助事業者は，この補助事業等に係る収入および支出を明らかにした帳
簿を備え，当該収入および支出について証拠書類を整理し，かつ，当該帳
簿および証拠書類をこの補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初
日から５年間保存しておかなければならない。 

(12) この指令を受けた者が締結する契約の相手方およびその関係者から，寄
附金等の資金提供を受けてはならない。ただし，共同募金会に対してなさ
れた指定寄附金を除く。 

(13) この指令を受けた者は，建設工事の完成を目的として締結するいかなる
契約においても，契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせ
ることを承諾してはならない。 

(14) この指令を受けた者は，補助事業を行うために締結する契約手続きにつ
いては，市が行う公共事業に準じた取扱いとしなければならない。 

(15) この指令を受けた者は，この指令に基づく補助金の交付の対象経費と重
複して，他の補助金等の交付を受けてはならない。 

(16) この決定またはこれに付された条件に不服があるときは，決定があった
ことを知った日の翌日から起算して６０日以内に文書をもって申し立て
ることができる。 
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別記第11号様式の２（第１０条関係） 
 

請    書 
 
                   函 ○ ○ 指 令 
                   （法    人    名） 
                   （代  表  者  名） 
 
     年  月  日付けで申請のあった函館市社会福祉施設等整備費補助事
業（         整備事業）に対し，金       円を補助する。 
 ただし，次の条件を守らなければならない。 
 
     年  月  日 
 
                 函館市長         印 
 
 
１ この補助事業の完了期限は，    年  月  日とする。 
２ 補助金の交付予定時期は，補助事業実績報告書提出後，補助金の額の確定

後において交付するものとする。 
３ 次の条件を承知されたい。 

(1) 次の場合には，速やかに市長に報告して，その承認または指示を受けな
ければならない。 
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合 
イ 補助事業の内容の変更をする場合。ただし，補助金の交付の目的の達

成および事業の能率的遂行に支障をきたさない程度の細部の変更と認
められるときは，この限りでない。 

ウ 補助事業を中止し，または廃止する場合 
エ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が

困難となった場合 
(2) この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の事情が生じ

たときは，この決定の全部または一部を取り消し，またはこの決定の内容
もしくはこれに付した条件を変更することがある。 

(3) 補助事業の遂行にあたっては，この内容の決定およびこれに付した条件
に従い，善良な管理者の注意をもってこれにあたること。 

(4) 補助事業の遂行の状況に関し，必要に応じ，報告を求め，調査をするこ
とがある。 

(5) 補助事業が完了したときは，速やかに補助事業実績報告書に関係書類を
添えて市長に報告しなければならない。 

(6) 次のいずれかに該当するときは，この補助金の交付の決定の全部または
一部を取り消し，当該取り消しに係る部分に関し，すでに補助金が交付さ
れているときは，期限を定めて，その返還を命ずることがある。この場合，
補助金の額の確定後においても同様とする。 
ア この補助金を他の用途に使用したとき。 
イ この補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反した

とき。 
ウ 法令または函館市補助金等交付規則もしくは函館市社会福祉施設等

整備費補助金交付要綱に基づく市長の措置に違反したとき。 
エ 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情変更により，補助金の

全部または一部を継続する必要がなくなったとき。 
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オ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 
カ 補助金の交付の決定した年度中に，社会福祉法人の設立認可がなされ

なかったとき。 
キ その他，市長が補助の目的を達することができないと認めたとき。 

(7) 補助事業により取得し，または効用の増加した財産（取得価格ま 
 たは効用の増加価格が５０万円未満の設備および備品を除く。）を，市長

の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，
貸し付け，または担保に供してはならない。ただし，「補助事業等により
取得し，又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年厚生労働
省告示第３８４号）に規定する処分制限期間を経過した場合は，この限り
でない。 

(8) 市長の承認を得て財産を処分したことにより，収入があったときは，市
長は，その交付した補助金の全部または一部に相当する額を納付させるこ
とができる。 

(9) 補助事業により取得し，または効用の増加した財産については，事業の
完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効
率的な運用を図らなければならない。 

(10) 補助事業完了後に，消費税および地方消費税の申告により補助金に係る
消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は，別記第１
９号様式の報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場
合において，市長は，当該仕入控除税額の全部または一部を市に納付させ
ることがある。 

(11) 補助事業者は，この補助事業等に係る収入および支出を明らかにした帳
簿を備え，当該収入および支出について証拠書類を整理し，かつ，当該帳
簿および証拠書類をこの補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初
日から５年間保存しておかなければならない。 

(12) この指令を受けた者が締結する契約の相手方およびその関係者から，寄
附金等の資金提供を受けてはならない。ただし，共同募金会に対してなさ
れた指定寄附金を除く。 

(13) この指令を受けた者は，建設工事の完成を目的として締結するいかなる
契約においても，契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせ
ることを承諾してはならない。 

(14) この指令を受けた者は，補助事業を行うために締結する契約手続きにつ
いては，市が行う公共事業に準じた取扱いとしなければならない。 

(15) この指令を受けた者は，この指令に基づく補助金の交付の対象経費と重
複して，他の補助金等の交付を受けてはならない。 

(16) この決定またはこれに付された条件に不服があるときは，決定があった
ことを知った日の翌日から起算して６０日以内に文書をもって申し立て
ることができる。 

 
 上記のとおりお請けいたします。 
 
      年  月  日 
 
 函館市長          様 
 
                   （法    人    名） 
                   （代  表  者  名） 
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別記第 12 号様式（第１１条関係） 

 

事業着手届 

                                   

                     年  月  日 

 

  函館市長 様 

                住  所 

          補助事業者 法 人 名 

                代表者名                    

 

    下記のとおり工事を着手しましたので，届け出ます。 

 

記 

 

１ 工 事 名      

 

２ 工 事 場 所      

 

３ 着工年月日 
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別記第 13 号様式（第１１条関係） 

 

事業完成届 

 

                           年  月  日 

 

  函館市長 様 

                住  所 

          補助事業者 法 人 名 

                代表者名                    

 

    下記のとおり工事が完成しましたので，届け出ます。 

 

記 

 

 １ 工 事 名      

 

 ２ 工 事 場 所      

 

 ３ 着工年月日 

 

 ４ 完成年月日 
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別記第 14 号様式（第１２条関係） 

 

函館市社会福祉施設等整備費補助事業実績報告書 

 

                           年  月  日 

 

 函館市長         様 

 

                  住  所 

            補助事業者 法 人 名 

                  代表者名          

 

補助事業の名称  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 

（            整備事業） 

 

     年  月  日函  指令をもって補助金の交付の決定を受けた上

記の補助事業は，    年  月  日完了したので，函館市補助金等交付

規則第１７条に基づき，関係書類を添えて報告します。 

 

補助金交付決定通知額  金             円 

補 助 金 領 収 済 額  金             円 

補 助 金 領 収 未 済 額  金             円 
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別記第 15 号様式（第１２条関係） 
 

事  業  精  算  書 

 

補助事業名  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 

        （            施設整備事業） 

 

収入の部 

会 計 名 大 区 分 中 区 分 小 区 分 
予 算 額 

精 算 額 
内 訳 

備 考 
当 初 更 正 後 の 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 

          

          

合 計          

支出の部 

会 計 名 大 区 分 中 区 分 小 区 分 
予 算 額 

精 算 額 
内 訳 

備 考 
当 初 更 正 後 の 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 

          

          

合 計          

   上記のとおり議決予定であることを証明します。 

         年  月  日 

                                            法 人 名 

                                            代 表 者 名          
注１ この様式には，当該補助事業に要した経費のみを記載すること。 
 ２ 「予算額」欄中「更正後の額」欄には，補助事業者の議決機関等における最後の更正後の額（予算の流用による更正後の額を含む。）を記載すること。 
 ３ 「収入未済額」および「支出未済額」欄には，債権または債務が確定している額を記載し，かつ，債務者または債権者の住所氏名を「備考」欄に記載すること。   
 ４ 「不用額」欄には，「更正後の額」（更正していない場合は，「当初」）欄に記載した額から「精算額」欄に記載した額を控除した額を記載すること。 

 



- 27 - 

別記第 16 号様式（第１２条関係） 

 

事  業  実  績  報  告  書 

 

１ 対象施設の概要 

 (1) 施設の名称および所在地 

 (2) 施設の種類 

 (3) 設置主体および経営主体 

 (4) 入所（利用）定員 

現在定員 増加定員 合  計 

人 

（世帯） 

人 

（世帯） 

 

（世帯） 

 

２ 施設整備費に係る事業内容 

 (1) 施設の規模および構造 

  ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事費を除く） 

   (ｱ) 敷地面積      ㎡ 

   (ｲ) 敷地の所有関係（自己所有，借地，買収（予定）地の別） 

   (ｳ) 施設整備の区分（創設，拡張等の別） 

   (ｴ) 建物の面積 建築面積     ㎡，延面積     ㎡ 

   (ｵ) 建物の構造（     造） 

  イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの） 

   (ｱ) 建物の面積 建物面積     ㎡，延面積     ㎡ 

   (ｲ) 建物の構造（     造） 

   (ｳ) 建築年月日 

   (ｴ) 補助金の区分（   年度：国庫・民間・自己資金・その他） 

   (ｵ) 処分（取りこわし）年月日 

  ウ 仮設施設工事 

   (ｱ) 建物の面積 建築面積     ㎡，延面積     ㎡ 

   (ｲ) 建物の構造（     造） 

  エ 設備整備（加算分）整備品目内訳 

品目 数量 規格 単価 金額 整備目的および必要理由 

 

 

 

 

 

計 
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 (2) 支出済事業費総額 

  ア 主体工事費                 円 

  イ 工事事務費                 円 

  ウ 小計（本体工事費）             円 

               （１㎡当たり     円） 

  エ 介護用リフト等特殊付帯工事費        円 

    （介護用リフト工事費）           円 

    （         ）           円 

  オ 授産施設近代化設備工事費          円 

    カ 授産施設等整備工事費                        円 

  キ 解体撤去工事費および仮設施設整備工事費 

    （解体撤去工事費）             円 

    （仮設施設整備工事費）           円 

  ク 設備整備費（加算分）            円 

    （初度設備）                円 

    （大型遊具）                円 

  ケ その他の工事費               円 

  コ 地域交流スペース              円 

  サ 合計                    円 

   注 工事費仕様書，支出済工事費費目別内訳書，工事事務費費目別内訳

書を添付すること。 

 (3) 施工期間 

  ア 契約年月日 

  イ 着工年月日 

  ウ 竣工年月日 

  エ 事業開始年月日 

  オ 解体撤去工事関係 

   (ｱ) 着工年月日 

   (ｲ) 完了年月日 

  カ 仮設施設工事関係 

   (ｱ) 工事期間 

   (ｲ) 仮設施設の使用期間 

 (4) 平成２０年４月１７日社援発第０４１７００１号「厚生労働省所管一般

会計補助金等に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会

計補助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）に規定する抵当権

の設定の有無 

     有 ・ 無 
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 (5) その他参考事項 

  （添付書類） 

１ 請負の場合は，工事請負契約書の写し 

      直営の場合は，支払領収書の写し 

      賃貸借の場合は，賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ） 

      購入の場合は，契約書（または請書）の写し 

    ２ 工事完了を確認するに足る検査済証の写し（建築基準法第７条第５

項または第１８条第７項の規定による検査済証）および検収調書の写

し 

    ３ 各室ごとに室名および面積を明らかにした表（交付申請書に添付し

たものと同一の場合は省略） 

    ４ 建物平面図（建物面積を明記したもの）および立面図（交付申請書

に添付したものと同一の場合は省略） 

    ５ 建物内外主要部分の写真 

    ６ 工事契約金額報告書（別紙①） 

    ７ 抵当権の設定を証明できる書類(登記簿の写し等) 

 

注 ２の（１）のアの（イ）の「敷地の所有関係」において，敷地を取得する

必要がある場合は，当該土地に係る譲渡契約書の写しまたは所有権者の譲渡

確約書の写し，借地上の建築物を増改築する場合は，土地所有者の承諾書の

写しを添付すること（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略するこ

とができること。）。 
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別紙① 

                        年  月  日 

 

 函館市長   様 

 

                  住  所 

             申 請 者 法 人 名 

                  代表者名          

 

住  所 

施工業者 会 社 名 

代表者名          

 

住  所 

設計監理業者 会 社 名          

代表者名 

 

工事契約金額報告書 

 

 発注者       と請負者       とは        工事に

係る工事請負契約，ならびに設計監理委託業者      とは工事に係る設

計監理委託契約書を次のとおり締結し，施工するとともに，国庫補助金等につ

いてもこれに基づき算定したことを報告します。 

 

 契約年月日 金   額 

当初請負契約（     工事）        年  月  日 金        円 

変更(追加）契約（   工事）        年  月  日 金        円 

        年  月  日 金        円 

設計監理委託契約        年  月  日 金        円 

        年  月  日 金        円 
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別記第 17 号様式（第１２条関係） 

精   算   額   算   出   内   訳 

 

設置者の名称           施設の名称           

 区 分 設 置 者 の 

総 事 業 費 

Ａ 

対象経費の実 

支出（予定）額 

Ｂ（≦Ａ） 

寄付金その 

他の収入額 

Ｃ 

 

差 引 額 

Ｄ（＝Ａ－Ｃ） 

算 定 基 準 に よ る 算 定 額  

補助基本額 

Ｈ 

補 助 金 

精 算 額 

Ｉ 

補 助 金 

交付決定額 

Ｊ 

補 助 金 

受入済額 

Ｋ 

 

不 要 額 

Ｌ（＝Ｊ－Ｉ） 

 

 

 施 設 種 別 定員等 

Ｅ 

単 価 

Ｆ 

基 本 額 

Ｇ（＝Ｅ×Ｆ）   工 事 別 内 訳 

１ 施設整備費             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

             

             

             

 

 

             

             

             

 

 

             

             

             

             

 施設整備費合計             

    合   計             

注１ 工事請負契約を締結する単位で作成すること。 
 ２ 算出にあたっては，本体，その他工事別とし，小計を設けること。 
 ３ Ａ欄～Ｄ欄の工事別ごとの内訳の金額については，Ｇ欄の内訳を基本額とした場合には，記入は不要である。 
 ４ Ａ欄～Ｄ欄及びＧ欄～Ｈ欄の施設整備費計の欄については，内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。 
  ５ Ｈ欄には，Ｇ欄の合計に施設種別ごとの整備区分係数を乗じて得た額と，Ｂ欄，Ｄ欄の合計のうち最も少ない額に次の係数を乗じて得た額を記入すること。 
  （老人福祉施設：３／２，左記以外の施設：３／４（保育所および幼保連携型認定こども園の保育所部分については４／５。ただし，防犯対策の強化に係る整備を除く。）） 
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別記第 18 号様式（第１３条関係） 

 

函館市社会福祉施設等整備費補助金の額の確定通知書 

 

                           年  月  日 

 

       住  所 

 補助事業者 法 人 名 

       代表者名 

 

                   函館市長         印 

 

補助事業の名称  函館市社会福祉施設等整備費補助事業 

（            整備事業） 

 

     年  月  日付で補助事業実績報告のあった上記の補助事業につ

いては，補助金の交付の決定およびこれに付した条件に適合すると認めたので，

函館市補助金等交付規則第１８条の規定により，次のとおり補助金の額を確定

したので通知する。 

 

記 

 

補助金の確定額  金             円 

 

 

  



- 33 - 

別記第 19 号様式(第１４条関係) 

                           年  月  日 

 

 函館市長         様 

 

                  住  所 

            補助事業者 法 人 名 

                  代表者名          

 

      年度消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

     年  月  日函  指令交付決定を受けた    年度函館市社

会福祉施設等整備費補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額

については，次のとおり報告します。 

 

１ 施設の種類および名称 

 

 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）第１５条の規定による確定額または事業実績報告による精算額 

金              円 

 

３ 消費税および地方消費税の申告により確定した消費税および地方消費税に

係る仕入控除税額（要補助金等返還相当額） 

金              円 

 

４ 添付書類 

 ３の消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳を確認するた

めの書類（確定申告書の写し，課税売上割合等が把握できる資料，特定収入

の割合を確認できる資料） 

 


